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天候の悪化・地震発生等に伴う学校の対応について＜保存版＞ 

日頃より、本校の教育活動にご理解、ご協力を賜り、ありがとうございます。標記の件について、 

本校では以下のように対応いたしますので、よろしくお願いします。 

 

１ 天候の悪化に伴う対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・裏面に続く・・ 

       前日、正午の時点で、翌日の天候の悪化が予想され、児童の登校に危険を及ぼすと教育委

員会が判断した場合には、教育委員会から翌日の対応について学校に連絡があります。その後、学校からご

家庭に連絡をします。  ＊午後０時 30分までに教育委員会から連絡がない場合は、当日の対応となります。 

前日の対応 

       午前６時の時点で、気象庁が、以下の警報等を国分寺市に発令している場合は臨時休

校となります。＊午前６時を過ぎた時点で、『七小ブログ』『一斉メール』でお知らせします。 

◆警報等の発令がない場合には、通常登校となりますが、保護者が児童の登校に危険を及ぼすと判断

した場合には登校を遅らせてください。遅刻の扱いには、いたしません。 

◆土砂災害警戒情報が発令された場合、学校の判断で登校を遅らせたり臨時休校にしたりすることが

あります。この場合も、『七小ブログ』『一斉メール』でお知らせします。 

＜警報の種類と警告内容＞   （出展：気象庁ホームページ） 

警 報 の 種 類 警 告 内 容  

暴風特別警報 
暴風特別警報は、数十年に一度の強さの台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹く

と予想される場合に発表します。 

暴風雪特別警報 

暴風雪特別警報は、数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う

暴風が吹くと予想される場合に発表します。「暴風による重大な災害」に加えて「雪

を伴うことによる視程障害(見通しが利かなくなること)などによる重大な災害」のお

それが著しく大きいことについても警戒を呼びかけます。 

暴風警報 
暴風警報は、暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表し

ます。 

暴風雪警報 

暴風雪警報は、雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したと

きに発表します。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害

(見通しが利かなくなること)などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼び

かけます。「大雪＋暴風」の意味ではなく、大雪により重大な災害が発生するおそれが

あると予想したときには、「大雪警報」を発表します。 

土砂災害 

警戒情報 

土砂災害警戒情報は、大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の

危険度がさらに高まったときに、市町村長が避難勧告等の災害応急対応を適時適切に

行えるよう、また、住民の自主避難の判断の参考となるよう、対象となる市町村を特

定して警戒を呼びかける情報です。 

＊上記以外の警報等でも、教育委員会が児童の登校に危険を及ぼすと判断した場合に

は、『七小ブログ』『一斉メール』を使い、学校から対応をお知らせします。 

当日の対応 



２ 地震発生時における対応 

 

 国分寺市を含む地域に、震度５弱以上の地震が発生した場合 

 国分寺市地域防災計画(令和 3年 3月修正国分寺市防災会議)に基づき以下のような対応を取ります。 

（１） 児童の動き 

① 授業中・放課後 ・・保護者が引き取るまで、学校で待機します。 

② 登・下校中 ・・・・ⅰ）学校に登校した児童➡保護者が引き取るまで、学校で待機します。 

          ⅱ）登・下校中➡自宅、学校の近い方に避難し、その場で待機します。 

（２） 保護者の対応 

保護者又は届出の引き取り人が、学校で児童を引き取ります。 

（３） その他 

① 大規模地震の場合、一斉メールがつながらない(つながりにくい)ことが予想されます。そこ

で、状況等については、『七小ブログ』でもご確認ください。 

② 震度５弱以上の地震が発生した場合、本校は国分寺市地域防災計画で定められた地区防災セン

ターの一つとして地域の防災拠点となります。児童が学校にいる時間内に当該規模の地震が発

生した場合、教職員は、引き渡しが完了するまで児童の安全確保を図ります。 

③ 学校の電話は、市防災センター等の緊急連絡用にも使用しますので、学校への電話によるお問

い合わせはご遠慮ください。 

    

３ Ｊ(ジェイ)アラート発令後における対応 

(１) 児童の動き 

① 授業中・放課後 ・・児童は校舎内に避難し、教職員が安全確保を図ります。 

② 登・下校中 ・・・・ⅰ）学校に登校した児童➡校舎内に避難する。教職員が安全確保を図り 

ます。 

                 ⅱ）登・下校中➡建物（自宅、公共施設等）内に避難し、Ｊアラート解 

除後登校時は学校へ、下校時は自宅へ向かう。 

(２) 保護者の対応 

Ｊアラート発令時の状況により、児童の引き取りをお願いする可能性があります。その際には、『七

小ブログ』『一斉メール』にて、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】副校長 上杉 潤 

ＴＥＬ ０４２－３２２－００４７ 

ＦＡＸ  ０４２－３２５－４９１５ 

『七小ブログ』 

http://nanasyou.blogspot.jp/ 

＊一斉メールの登録・変更は、担任にご連絡ください。 


